
第７１号議案                             

   足立区総合スポーツセンター条例の一部を改正する条例        

 上記の議案を提出する。                      

  令和２年６月２３日                      

            提出者  足立区長   近  藤  弥  生     

 

   足立区総合スポーツセンター条例の一部を改正する条例  

 足立区総合スポーツセンター条例（昭和５３年足立区条例第５０号）

の一部を次のように改正する。  

 第５条第１項に次の１号を加える。  

 （５）  スペシャルクライフコート  

   付  則  

この条例は、令和２年１０月３０日から施行する。  

 

 （提案理由）  

 総合スポーツセンターにスペシャルクライフコートを設置する必要が

あるので、この条例案を提出いたします。  


